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エル・パーク仙台 5F セミナーホール 

141ビル 仙台三越定禅寺通り館(青葉区一番町 4-11-1) 

 男女を問わずどなたでもご参加ください  

 

主  催  「女の平和」 ピースアクションみやぎ・宮城女性九条の会 

協  賛  別姓を考える会 

連絡先 090-5832-6836  aki3002@coral.ocn.ne.jp 

                                                   

〈託児について〉 
託児が付きます。対象:6ヶ月以上小学 1年生まで 

 (しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください） 

託児利用料：お子さん 1人あたり 300円 

託児申込締切： 11月 7日(木)まで先着順、定員になり次第締切。 

託児問合せ・申込先：エル・パーク仙台 管理事業課 事業係 TEL 022-268-8301 

 

参加費 500 円 

シンポジウム 

 

【基調報告】 法制化に向けたこれまでの動き 

         ひぐちのりこさん(仙台市議会議員・別姓を考える会) 

【シンポジウム】 

   佐藤夏海さん (弁護士) 

   土屋聡さん  (別姓を考える会) 

   松田彩絵さん  (社会福祉士) 

   ひぐちのりこさん 

コーディネーター  遠藤恵子(「女の平和」ピースアクションみやぎ) 

９月まで放送されていた朝ドラ「虎に翼」では、すべての人の平等をうたった憲法１４条と 

ともに、憲法１３条が注目を浴びました。誰でも、自分の生きたいように生きること、自由及び 

幸福を追及する権利があるのだと。これらに照らして考えれば、「夫婦別姓」を認めることは当然 

すぎるほど当然のはずです。 

1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を 

答申しましたが、実現されないまま四半世紀以上が過ぎました。 

現在の世論や情勢は選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見の割合が高くなっており、経済団体 

からも女性活躍推進への取組みの重要性から同様の要望が出されています。 

国連女性差別撤廃委員会からも日本政府にたいし、２００３年から法制化を勧告されています。 

なぜ日本の夫婦別姓制度の法制化が進まないのかについてご一緒に考えましょう。 

自由と平等のために。 

 

～なぜ、法制化が進まないのか～ 
「選択的夫婦別姓」を考える 


